
　

平
成
27
年
度
市
民
税
・
県
民
税
の
申
告

受
付
を
１
月
下
旬（
地
域
に
よ
っ
て
開
始

時
期
が
異
な
り
ま
す
）か
ら
３
月
16
日
ま

で
、
次
ペ
ー
ジ
以
降
の
日
程
に
よ
り
各
地

域
で
行
い
ま
す
。

　

こ
の
申
告
は
、
市
民
税
・
県
民
税
の
課

税
資
料
と
な
り
ま
す
。
ま
た
、
国
民
健
康

保
険
税
、
介
護
保
険
料
、
後
期
高
齢
者
医

療
保
険
料
の
算
定
資
料
に
な
る
ほ
か
、
公

営
住
宅
、
児
童
扶
養
手
当
、
保
育
園
、
幼

稚
園
就
園
補
助
金
、
融
資
な
ど
の
申
請
に

必
要
な
諸
証
明
の
基
に
も
な
り
ま
す
。

　

申
告
の
要
否
に
つ
い
て
確
認
し（
下

記
の
フ
ロ
ー
図
を
参
考
に
し
て
く
だ
さ

い
）、
申
告
の
必
要
な
方
は
、
申
告
に
必

要
な
も
の
、
申
告
会
場
を
確
認
い
た
だ

き
、
３
月
16
日（
月
）ま
で
に
申
告
を
し
て

く
だ
さ
い
。

市
民
税
・
県
民
税

（
国
民
健
康
保
険
税
）
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付
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】＝
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庁
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務
課
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税
グ
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プ
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１
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２
２
３
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、
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２
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２
、
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２
３
３
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■
申
告
書
な
ど
の
送
付
に
つ
い
て

　

従
来
、
本
市
で
は
、
市
民
税
・
県
民
税

申
告
書
を
市
内
の
各
世
帯
に
郵
送
し
て
い

ま
し
た
。

　

今
回
か
ら
、
会
場
で
パ
ソ
コ
ン
を
使
っ

て
申
告
受
付
を
行
い
、
そ
の
場
で
申
告
書

を
印
刷
し
、
内
容
を
確
認
後
、
押
印
し
て

い
た
だ
く
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
そ
の
た

め
、
昨
年
の
申
告
時
に
申
告
書
の
送
付
を

希
望
さ
れ
た
方
な
ど
を
除
き
、
申
告
書
を

郵
送
し
ま
せ
ん
。

　

な
お
、
申
告
書
の
控
は
お
渡
し
で
き
ま

す
の
で
、
希
望
さ
れ
る
方
は
申
告
時
に
お

申
し
つ
け
く
だ
さ
い
。

　

平
成
26
年
度
の
申
告
実
績
な
ど
に
基
づ

い
て
申
告
案
内
は
郵
送
し
ま
す
が
、
郵
送

申
告
を
希
望
さ
れ
る
方
や
、
申
告
に
つ
い

て
ご
不
明
な
点
が
あ
る
方
は
、
お
問
い
合

わ
せ
く
だ
さ
い
。

■
申
告
に
必
要
な
も
の

　

申
告
に
必
要
な
も
の
は
次
の
と
お
り
で

す
。

①
印
鑑（
認
印
、
朱
肉
を
使
う
も
の
）

②�

平
成
26
年
中
の
収
入
や
必
要
経
費
が
わ

か
る
書
類

◦ 

給
与
・
公
的
年
金
な
ど
の
源
泉
徴
収

票
や
支
払
証
明
、
シ
ル
バ
ー
人
材
セ
ン

タ
ー
か
ら
の
配
分
金
証
明
な
ど

◦ 

事
業
収
入（
営
業
、
農
業
な
ど
）や
不
動

産
収
入
の
あ
る
方
は
、
収
支
計
算
書
、

収
入
・
経
費
が
確
認
で
き
る
資
料

　

＊
関
係
帳
簿
、
証
明
書
や
領
収
書

◦ 

譲
渡
所
得
、
配
当
所
得
、
一
時
所
得
、

そ
の
他
雑
所
得
の
あ
る
場
合
は
、
そ
の

収
入
・
経
費
が
確
認
で
き
る
も
の

③�

各
種
控
除
に
必
要
な
領
収
書
、
証
明
書
な
ど

◦ 

社
会
保
険
料（
国
民
年
金
保
険
料
、
健

康
保
険
料
な
ど
）、
生
命
保
険
料
、
地

震
保
険
料
の
控
除（
払
込
）証
明
書
や
領

収
書

◦ 

医
療
費
控
除
を
受
け
る
場
合
は
、
平

成
26
年
中
に
支
払
っ
た
医
療
費
の
領
収

書
、
生
命
保
険
会
社
な
ど
か
ら
の
補
て

ん
金
額
の
支
払
証
明
書
、
医
療
費
集
計

明
細
書

◦ 

障
害
者
控
除
を
受
け
る
場
合
は
、
障
害

者
手
帳
ま
た
は
障
害
者
控
除
対
象
者
認

定
書（
高
齢
・
介
護
福
祉
課
か
ら
の
お

知
ら
せ
文
書（
１
月
中
旬
発
送
予
定
）を

ご
確
認
く
だ
さ
い
）

＊�

書
類
・
資
料
は
、
必
ず
全
て
ご
用
意
く

だ
さ
い
。
確
認
後
、
お
返
し
し
ま
す
。

★まずは市民税・県民税申告が必要か確認しましょう

スタート

平成 27年１月１日現在、本市に住民登録が
ありますか？

税務署へ確定申告書を提出しますか？

平成26年中に収入がありましたか？
＊非課税の収入（遺族・障害者年金、失業給付、児童扶養手当
　など）のみの方は「いいえ」へ

収入は公的年金のみでしたか？
＊ほかに非課税収入のある方も「はい」へ

次に該当する方ですか？
　年齢65歳未満の方（昭和25年１月２日以降生まれ）
　　…年金収入　　　980,000円以下
　年齢65歳以上の方（昭和25年１月１日以前生まれ）
　　…年金収入　1,480,000円以下

日本年金機構などへ「公的年金等
受給者の扶養親族等申告書」を
提出しましたか？

医療費控除、社会保険料控除、
生命保険料控除、扶養控除など
の各種控除を追加しますか？

市民税・県民税申告は不要です
市民税・県民税申告が必要です
＊場合によっては、所得税の確定申告をして
　いただくこともあります。

平成 27年１月１日現在にお住まいの市町村
へ申告してください

本市に住所がある親族が、あなたを税制上
の扶養親族として申告、もしくは年末調整
をしていますか？

市民税・県民税
申告は不要です

市民税･県民税申告
が必要です

公的年金以外の収入は、給与収入のみで
したか？
＊ほかに非課税の収入がある方は「はい」へ
＊農業・営業・不動産などの収入がある方は「いいえ」へ

会社で年末調整を受けましたか？

年末調整を受けた会社以外から、給与
の支払いがありましたか？

医療費控除、社会保険料控除、生命保
険料控除、扶養控除などの各種控除を
追加しますか？

市民税・県民税申告は不要です
＊会社から本市へ給与支払報告書の提出がない方
　については申告が必要になります。

いいえ

市民税・県民税申告は不要です

いいえ

いいえ

はい

はい

はい

はい

はい

はい

はい

はい

はい

はい

はい

はい

いいえ

いいえ

いいえ

いいえ

いいえ

いいえ

いいえ

いいえ

いいえ

申告受付のお知らせ

月 日 曜
午前の部（9:00 〜 11:30） 午後の部（13:30 〜 16:00）

対象地区 会場 対象地区 会場

1 29 木 寄田町 寄田地区コミュニティセンター
久見崎町 滄浪地区コミュニティセンター
寄田町（土川） 土川集会所

1 30 金 高江町 峰山地区コミュニティセンター 高江町 峰山地区コミュニティセンター
2 2 月 川北地区（大小路側）年金収入のみの方

本庁 6 階大会議室

＊ 収入が年金だけで、他に収入のない方のみの受け付けになります。（年金と他の収入があ
る方は、各地区出張申告会場などで 2 月 6 日以降に受け付けします） 

【受付時間】 
午前の部 8:30 〜 12:00　午後の部 13:00 〜 17:00

2 3 火 川南地区（向田側）年金収入のみの方
2 4 水 川北地区（大小路側）年金収入のみの方
2 5 木 川南地区（向田側）年金収入のみの方
2 6 金 久住町、楠元町 平佐東地区コミュニティセンター 中村町 平佐東地区コミュニティセンター
2 9 月 城上町 城上地区コミュニティセンター 城上町 吉川地区コミュニティセンター
2 10 火 五代町 亀山地区コミュニティセンター 宮内町、小倉町 亀山地区コミュニティセンター
2 12 木 網津町、小倉町 水引地区コミュニティセンター 水引町 水引地区コミュニティセンター
2 13 金 港町 水引地区コミュニティセンター 湯島町 水引地区コミュニティセンター
2 16 月 田海町、白浜町 八幡地区コミュニティセンター 田海町 八幡地区コミュニティセンター
2 17 火 西方町 町自治会館 湯田町 湯田地区コミュニティセンター
2 18 水 中郷町、中郷 1 〜 5 丁目 育英地区コミュニティセンター 原田町、東大小路町 中央公民館
2 19 木 御陵下町 中央公民館 御陵下町 中央公民館
2 20 金 国分寺町、大小路町 中央公民館 大王町、若葉町、花木町、上川内町 中央公民館
2 23 月 永利町 永利地区コミュニティセンター 百次町 永利地区コミュニティセンター
2 24 火 陽成町 陽成地区コミュニティセンター 高城町 高来地区コミュニティセンター
2 25 水 矢倉町、尾白江町、木場茶屋町 セントピア 都町、青山町 セントピア
2 26 木 勝目町、山之口町、川永野町 セントピア 宮崎町 セントピア
2 27 金 隈之城町、中福良町 セントピア ー ー
3 2 月 田崎町、横馬場町、鳥追町、白和町

本庁 6 階大会議室 
【受付時間】 
午前の部 8:30 〜 12:00

天辰町
本庁 6 階大会議室 

【受付時間】 
午後の部 13:00 〜 17:00

3 3 火 平佐町、平佐一丁目 平佐町
3 4 水 平佐町 向田町、東向田町、西向田町、向田本町、神田町
3 5 木 若松町、東開聞町、西開聞町、冷水町 宮里町
3 6 金

川内地域全域 
（上記の期間中に申告できなかった方） 本庁 6 階大会議室 【受付時間】 

午前の部 8:30 〜 12:00　午後の部 13:00 〜 17:00

3 9 月
3 10 火
3 11 水
3 12 木
3 13 金
3 16 月

● 平成 27 年度　申告受付日程表（川内地域）
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